
問い合わせ　福祉事務所 
57‐8509福祉

事務
所

だよ
り N
o.１０

　　　　
　 共

に
生
き

共
に
支
え
合
う

ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て　香南市には、一般企業への就職が困難な障害者に就労の機会を提供するととも

に、生産活動を通じてその知識と能力の向上に必要な訓練などを行う就労継続支就労継続支
援や、一般企業への就労を希望する方が、就労に必要な知識や能力を身につける
ための訓練を行う就労移行支援就労移行支援などの障害福祉サービスを提供している事業所
が４カ所あります。先月号に引き続き、今月号は２事業所を紹介します。

■問い合わせ■問い合わせ

　　　　社会福祉法人　安芸市身体障害者福祉会

   野市町西野２０６１‐３　菜茅ビル１階

　　sweet house Miraie　　　　５０‐６５３６

　　Miraieは、利用者全員に最低賃金を保証し、生きがいと誇りを持ち、住

み慣れたまちで安心して生活ができるように新しく平成２４年１０月に

サービスを開始しました。現在、sweet house Miraie（野市町西野）で３人、

Factry（安芸市）で５人が働いています。

クリーニング科、電器科、医療機器科、ＡＰ（オートプレス）科

ボルトの袋詰め、リード線加工、衛生用品の袋詰め、菓子箱の組み立て、

レーザー彫刻、公園清掃など

※作業以外では、自立生活に向けた学習会や訓練を行っています

※自主生産部門として、箱（紙の打ち抜き）やクリアファイル、シール、

　　レーザーでの写真彫刻や文字彫刻を行っています

９：００～１６：１５（昼食休憩や午前・午後の休憩あり）

　　利用者一人ひとりの経済的な自立促進へつながるよう、
個々の特性に応じた作業環境を整え、就労や生産活動の機

会を提供します。また、社会生活への適応性を高めるための

いろいろな機会を提供し、社会の一員として必要なルール・マ

ナーを身に付けられるよう支援を行います。気軽にご相談く

ださい。

■おいしさで幸せをふりまくお菓子屋さん■おいしさで幸せをふりまくお菓子屋さん
　　野市町のsweet house Miraieでは、バームクーヘンやシュークリーム、

苺のトライフルなどの製造販売や、人気上昇中のカルバウムや柚子生

茶も販売中。自分たちで育てた苺のお菓子やジャムも好評です。

　　明るい笑顔でお客さまに接している利用者の皆さんの姿はとても輝

いていて、顔は自信に溢れています。着実にMiraie（未来へ）向かって一

歩ずつ進んでいます。ぜひ一度遊びに来てください!

■問い合わせ■問い合わせ

　　　　社会福祉法人 安芸市身体障害者

　　福祉会　　フレンドリー

　　香我美町徳王子２２２０‐５　　　５４‐１６０１

障害のある人の働きたい意欲や社会参加の希望を実現し、
生きがいを持って暮らせる地域づくりのために

障害福祉サービス事業所紹介

作業種

作業時間

作業内容

（就労継続支援A型）

（就労継続支援Ｂ型）（就
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よ
り

2013年（平成25年）４月のコクホ ■問い合わせ　市民保険課　　57-8506

　

平
成
25
年
度
の
国
保
税
が
特
別
徴
収（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）に
該
当
さ
れ
る
人
は
、　　

月
か
ら

仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

の
条
件
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。

※

今
年
新
た
に
特
別
徴
収
さ
れ
る
人
は
、昨
年
10

月
１
日
ま
で
に
次
の
条
件
に
該
当
し
た
人（
世
帯
主
）で
す
。

次
年
度
の
国
保
税
額
は
、今
年
７
月
に
確
定
さ
れ
、10
・

12
・
２
月
の
年
金
か
ら
本
徴
収
さ
れ
ま
す
。そ
の
税
額

が
確
定
す
る
前
の
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天

引
き
）す
る
こ
と
を
仮
徴
収
と
い
い
ま
す
。仮
徴
収
の
税
額
は
、

24
年
度
の
国
保
税
の
課
税
実
績
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

2525
融
機
関
に
口
座
を
お
持
ち
の
人
は
、口
座
振
替
に
よ

る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

金
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税
務
課
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税
係　
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８
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０
４

■
申
請
窓
口

　

税
務
課
国
保
税
係
・
各
支
所

1
国
保
の
被
保
険
者

2
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

3
国
保
加
入
者
が
6565
歳
以
上

歳
以
上
7575
歳
未
満

歳
未
満

の
人
の
人
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
の
世
帯
主

世
帯
主

4
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が
世
帯
主
の

年
金
額
の
２
分
の
１
を
上
回
ら
な
い

　

保
険
証
の
切
り
替
え
の
時
期
で
す
。３
月
下
旬
に
、

新
し
い
保
険
証
を
皆
さ
ん
の
お
宅
に
郵
送
し
ま
し
た
。

　

今
月
は
、新
し
く
郵
送
し
た
保
険
証
や
異
動
の
届
け

出
に
つ
い
て
、ま
た
国
保
税
の
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

  　

65
〜
75
歳
未
満
の
人
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
の

世
帯
主
の
人
へ

★
一
般
被
保
険
者

　

24
年
度…

緑
色　
　

25
年
度…

　
　

 

色

★

退
職
被
保
険
者

　

24
年
度…

青
色　
　

25
年
度…

　
　

 

色

は
生
活
環
境
が
変
わ
る
季
節
で
す
。就
職
や

退
職
な
ど
健
康
保
険
が
変
わ
る
と
き
は
、国

保
へ
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

このような時は届け出を 手続きに必要なもの

・印鑑

・加入していた健康保険などの 

喪失日が分かる書類（資格喪失

証明書や離職票など）

・印鑑

・今まで使っていた国保の保険証

・新しく加入した健康保険などの

保険証

　 就職などで新しく健康保険
ができた、または家族の健康
保険の扶養になったとき

国保の資格がなくなる場合

国保の資格ができる場合
　　 退職などで健康保険がなく

なった、または家族の健康保険

の扶養でなくなったとき

※その他、出生や死亡、転入出などの際にも届け出が必要です

例

例

月
下
旬
に
、平
成
25
年
度
の
世
帯
員
全
員
の

新
し
い
保
険
証（
茶
色
ま
た
は
黄
色
）を
ピ

ン
ク
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
な
ど
、ご
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

保
険
証
が
重
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、十
分
ご
確
認
く
だ
さ
い

３世

春

帯
に
70
〜
74
歳（
高
齢
受
給
者
）の
人
が
い

る
場
合
、窓
口
負
担
１
割
の
新
し
い
高
齢
受

給
者
証（
ハ
ガ
キ
大
で
ピ
ン
ク
色
）を
同
封
し
て
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、窓
口
負
担
３
割
の
現
役
並
み
所
得
者

の
人
は
、引
き
続
き
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証

（
有
効
期
限
が
７
月
31
日
）を
、お
使
い
く
だ
さ
い
。

新しい保険証は届きましたか？

茶黄

４

⇒⇒

年金からの天引きに
ご理解をお願いします

、けの

20 ２０１３.４21２０１３.４


